
「
陳
は
国
家
な
り
」
を
彷
彿

こ
の
１
５
日
、
元
検
事
総
長
松
尾
邦

弘
氏
ら
元
検
察
官
１
４
名
は
、
政
府
の

判
断
で
検
察
官
の
定
年
延
長
を
可
能

に
す
る
「
検
察
庁
改
正
案
」
に
反
対
し
、

「
検
察
を
弱
体
化
し
、
時
の
権
力
の
意

の
ま
ま
に
動
く
組
織
に
し
よ
う
と
し

て
お
り
看
過
で
き
な
い
」
と
「
検
察
庁

法
改
正
案
」
反
対
の
意
見
書
を
法
務
大

臣
へ
提
出
し
ま
し
た
。
元
検
察
ト
ッ
プ

が
政
府
提
出
法
案
に
公
然
と
批
判
す

る
の
は
、
極
め
て
異
例
の
こ
と
と
各
紙

が
報
道
す
る
異
常
さ
で
す
。

提
出
後
の
記
者
会
見
で
松
尾
氏
は

「
特
定
の
検
察
官
の
定
年
延
長
あ
り
き

、
今
ま
で
に
な
い
こ
と
で
大
変
危
惧

い
ま
日
本
は
、
万
全
な
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
対
策
を
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
の
真
最
中
で
す
。

北
海
道
も
「
緊
急
事
態
宣
言
」
を
解
除
で
き
な
い
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
安
倍
政
権
は
検
察
庁
法
「
改
正
」
案
を
衆

議
院
で
強
行
突
破
し
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
暴
挙
に
、
多
く
の
有
名
人
・著
名
人
の
「
＃
検
察
庁
法

改
正
案
に
抗
議
し
よ
う
」
ツ
イ
ッ
タ
ー
が
５
０
０
万
超
に
も
一
気
に
広
が
り
、
内
閣
支
持
率
も
急
落
。
安
倍
政
権
を
こ

の
法
案
の
今
国
会
成
立
を
見
送
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
追
い
込
み
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
小
泉
今
日
子
さ
ん
を
始
め
、

多
く
の
芸
能
人
等
が
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
「
改
正
案
」
に
反
対
し
、
日
本
の
民
主
主
義
の
未
来
を
真
剣
に
憂
い
た
行
動
の
「
勝

利
」
で
す
。
法
案
の
撤
廃
を
求
め
る
運
動
は
、
今
後
ま
す
ま
す
重
要
と
な
り
ま
す
。
改
め
て
こ
の
法
案
の
持
つ
問
題
点

を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

し
て
い
る
」
と
話
し
ま
し
た
。
意

見
書
は
、
安
倍
首
相
の
一
連
の
言

動
に
つ
い
て
「
フ
ラ
ン
ス
の
絶
対

王
政
・
ル
イ
１
４
世
（
１
７
世
紀

後
半
か
ら
１
８
世
紀
初
頭
）
の
『
陳

は
国
家
で
あ
る
』
と
の
中
世
の
亡

霊
の
よ
う
な
言
葉
を
彷
彿
（
ほ
う

ふ
つ
）
と
さ
せ
る
よ
う
な
姿
勢
で

あ
り
、
近
代
国
家
の
三
権
分
立
主

義
の
否
定
に
つ
な
が
り
か
ね
な

い
」
と
指
摘
、
「
１
７
世
紀
の
高

名
な
政
治
思
想
家
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ

ク
は
『
法
が
終
わ
る
と
こ
ろ
、
暴

政
が
始
ま
る
』
と
警
告
し
て
い

る
。
心
す
べ
き
言
葉
で
あ
る
」
と

述
べ
て
い
ま
す
。

意
見
書
の
中
で
、
「
ロ
ッ
キ
ー

事
件
」
の
捜
査
に
当
た
っ
て
検

察
当
局
内
で
の
「
苦
悩
」
の
様

子
が
語
ら
れ
て
お
り
、
当
時
の

神
谷
検
事
長
が
「
国
民
を
信
頼

し
て
捜
査
に
踏
み
切
る
」
と
の

心
境
と
不
退
転
の
決
意
。
ま
さ

に
検
察
の
「
独
立
性
」
を
強
く

印
象
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
す
。

こ
の
事
件
の
特
捜
部
検
事

で
あ
っ
た
堀
田
勉
氏
は
「
検
察

の
信
頼
に
傷
が
つ
く
、
総
長
も

黒
川
検
事
長
も
辞
職
せ
よ
」
と

述
べ
て
お
り
「
こ
の
定
年
延
長

は
与
党
の
政
治
家
の
不
正
を

追
及
さ
せ
な
い
以
外
考
え
ら

れ
な
い
」
と
そ
の
不
当
性
を
訴

え
ま
し
た
。
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ま
た
、
フ
リ
ー
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

の
徳
光
和
夫
氏
も
１
６
日
の
ニ
ッ

ポ
ン
放
送
で
「
コ
ロ
ナ
禍
の
危
機

の
さ
な
か
、
日
本
の
民
主
主
義
に

お
い
て
見
過
ご
す
こ
と
が
出
来
な

い
。
こ
れ
が
何
で
今
な
の
か
。
こ
れ

こ
そ
不
要
不
急
、
い
ろ
ん
な
芸
能

人
の
皆
さ
ん
が
反
対
し
て
い
る
」

と
批
判
が
続
出
し
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
ま
し
た
。
俳
優
の
井
浦
新

氏
、
演
出
家
宮
本
亜
門
氏
、
歌
手

の
き
ゃ
り
ー
ぱ
み
ゅ
ぱ
み
ゅ
さ
ん
、

西
郷
輝
彦
氏
等
々
が
続
々
と
反

対
表
明
し
た
結
果
で
す
。

芸
能
人
も
次
々
反
対
表
明

芸
能
界
な
ど
で
活
躍
す
る
有

名
人
・著
名
人
も
こ
の
「
改
正
案
」

に
相
次
い
で
反
対
を
表
明
し
ま

し
た
。

小
泉
今
日
子
さ
ん
は
、
い
ち

早
く
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
反
対
。
１
５

日
検
察
Ｏ
Ｂ
の
「
反
対
意
見
書
」

の
提
出
を
知
っ
て
、
ツ
イ
ッ
タ
ー

に
新
た
な
投
稿
。
「
泣
き
ま
し

た
。
そ
し
て
背
筋
が
伸
び
ま
し

た
。
こ
う
い
う
大
人
に
わ
た
し
は

な
り
た
い
」
と
の
自
身
の
思
い
を

書
き
込
ん
で
い
ま
す
。
（
写
真
小

泉
今
日
子
さ
ん
）

山
中
教
授
は
、
感
染
症
問
題
の

専
門
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
教
授
は
、
先
進
的
な
世
界

の
論
文
に
基
づ
き
、
私
た
ち
市

民
に
も
分
か
り
や
す
い
コ
ロ
ナ

問
題
の
情
報
を
発
信
し
て
い
る

の
で
、
そ
の
中
の
５
つ
の
提
言
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

提
言
１

対
策
は
、こ
れ
か
ら
が
本
番

緊
急
事
態
宣
言
の
効
果
で
感

染
者
が
減
少
し
て
い
る
。
し
か

し
、
油
断
大
敵
。
ウ
イ
ル
ス
は
、

私
た
ち
を
試
し
て
い
る
。
緩
ん

だ
と
こ
ろ
か
ら
、
一
気
に
勢
い
を

取
り
戻
す
。
今
こ
そ
、
次
の
波
に

備
え
た
準
備
を
。

提
言
２

日
常
生
活
を
見
直
す

新
型
コ
ロ
ナ
対
策
を
止
め
る

と
感
染
者
は
、
急
増
す
る
。
人
と

人
の
接
触
を
６
割
減
す
る
と
１

人
の
感
染
者
が
１
人
の
人
に
し

か
感
染
さ
せ
な
い
。
６
割
を
長
期

間
経
済
的
に
持
続
で
き
な
い
。

５
、
４
割
に
減
ら
す
た
め
に
は
、

国
、
自
治
体
の
支
援
が
必
要
。
そ

の
た
め
に
も
次
の
対
策
を

京
大
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
山
中
伸
弥
教
授
は
、
コ
ロ
ナ
対
策
の
提

言
を
発
信
「
こ
れ
か
ら
が
本
番
」
と
国
民
へ
の
警
告
を
呼
び
掛
け
て
い

ま
す
。
一
般
の
市
民
に
わ
か
り
や
す
い
内
容
な
の
で
、
概
略
を
紹
介
し

ま
す
。

★
医
療
、
介
護
の
体
制
整
備

★
ワ
ク
チ
ン
と
医
療
薬
の
開
発

と
大
量
生
産
を
。

提
言
３

感
染
者
を
同
定
・隔
離

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
、
抗
原
検
査
を
充

実
し
、
感
染
者
を
早
期
発
見
。
軽

症
者
、
無
症
状
の
人
を
安
心
し
て

隔
離
す
る
体
制
を
。

提
言
４

医
療
介
護
従
事
者
を
守
ろ
う

★
医
療
介
護
現
場
の
検
査
体
制

を
強
化
、
ク
ラ
ス
タ
ー
発
生
を

予
防

★
そ
の
従
事
者
へ
の
防

御
具
、
手
当
の
充
実

★
医
療
、

介
護
従
事
者
へ
の
偏
見
、
差
別
の

撤
廃
。

提
言
５

ワ
ク
チ
ン
と
治
療
薬
の
開

発
、大
量
製
造
を

ワ
ク
チ
ン
は
、
感
染
予
防
、
感

染
を
効
率
よ
く
減
ら
す
。
医
療

薬
は
、
感
染
者
の
重
症
化
減
に
、

医
療
や
介
護
へ
の
負
担
を
減
ら

す
。
そ
の
た
め
、
研
究
者
、
企
業

は
、
競
争
よ
り
協
調
を

★
国

の
審
査
・承
認
は
迅
速
に
。


